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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

  本市の男女共同参画の推進は、平成 20 年 4 月に「沼津市男女共同参画推進条例」（以下

「条例」という。）が施行され、令和２年３月に「第５次沼津市男女共同参画基本計画」を

策定し、「家庭」「職場」「教育」「地域」の４つの主要領域において男女共同参画の推進に取

り組んできました。 

  男女共同参画は性別にかかわらない人権の尊重や機会の確保を軸にしており、女性活躍

の推進と女性に対する暴力の根絶（DV 対策）は国の男女共同参画基本計画でも両者が重点

分野として位置づけられています。そのため、「第５次沼津市男女共同参画基本計画」は「女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」という。）及び

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「DV 防止法」という。）

に基づく市町村計画を内包して、女性の活躍や支援、男女間における暴力のない社会を目

指すための取組等を推進してきました。 

  現計画期間が令和７年度末で満了となることから、社会情勢の変化等を踏まえた上で、

令和６年４月１日施行の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（以下「困難女

性支援法」という。）の市町村計画を包含した「第６次沼津市男女共同参画基本計画」を策

定し、より一層の男女共同参画施策の推進を図ることとしました。 

 

2 計画策定の背景 

（１）社会情勢と沼津市の現況 

人口の東京一極集中と若者回復率 

国立社会保障・人口問題研究所の人口推計では、2030 年が 166,985 人と推計され、

2020 年からの 10 年間で約 18,000 人、年間約 1,800 人減少することになります。また、

年齢３区分別人口の推計では、2030 年の年少人口は 7.9％（13,635 人）、生産年齢人口は

56.0％（96,085 人）、老年人口は 36.0％（61,805 人）という結果になり、今後も少子高

齢化が進行することが予想されます。 

また、本市においては、図１の平成 27 -令和 2 年度間における県外転出者のうち関東

圏へ転出した割合は、特に 15～24 歳及び 50～64 歳の世代において、男性より女性の方

が高くなっており、進学、就職、キャリアの終盤といった人生の節目において、女性が関

東圏への移住を選択していることが読み取れます。 
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本市における、平成 27 年度から令和 2 年度間での社会減は、20～24 歳代が最も多く、男

性 536 人、女性 576 人であり、一方の社会増は、25～29 歳代が最も多く、男性 389 人、女

性 33 人です。（年齢は令和 2 年度時点） 

令和 2 年度の若者回復率※は、男性 72.6%に対して、女性 5.7%で、特に若年女性の人

口流出が深刻です。本市における男女共同参画の遅れが一因とも考えられます。 
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出典：総務省 令和２年度国勢調査結果から地域自治課独自集計 
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出典：総務省 平成 22 年度、平成 27 年度、令和２年度国勢調査結果から地域自治課独自作成 

 

図１ H27-R2 間の県外転出者全体に占める関東圏への移動割合（沼津市） 

図２ H27-R2 年度間の 5 歳階級別・性別の社会増減(沼津市) 
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※若者回復率 

 若者回復率とは、兵庫県豊岡市において提唱されたもので、10 歳代の転出超過数に対する 20 歳代の転入超過数の割合を示

した数値です。 
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図３ 若者回復率の経年変化（沼津市） 

 

出典：総務省 平成 22 年度、平成 27 年度、令和２年度国勢調査結果から地域自治課独自作成 
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（２）国際社会、国、県の動向 

国際社会の動向 

平成 27 年（2015 年）に国連で 2030 年までの世界共通の目標である「持続可能な開発

目標（SDGs）」が採択され、具体的な 17 の目標が示されました。「ジェンダー平等※」は

この目標 5 として掲げられており、「ジェンダー平等の実現と女性のエンパワーメント※

は、すべての目標とターゲットの進展に極めて重要な貢献をするものである」とされて

います。ジェンダー平等の実現は、SDGs 全体の目的にもなっています。 

   また、日本は令和 7 年（2025 年）、世界経済フォーラムが経済、教育、健康、政治の

各分野で評価を行った「ジェンダー・ギャップ指数※」が 148 か国中 118 位と、主要 7 か

国の中で最下位となっています。「教育」と「健康」の分野は高スコアであるものの、「政

治」と「経済」の分野のスコアが低く、全体の順位を大きく押し下げています。 

 

国・県の動向 

国において、平成 11 年（1999 年）に男女共同参画の形成に関する取組を総合的かつ

計画的に推進することを目的とする「男女共同参画社会基本法」が施行され、施策の基本

的方向と具体的な取り組みを定めた法定計画として、「男女共同参画基本計画」が策定さ

れました。 

地方創生 2.0 では地方において魅力的な職場がないことやアンコンシャス・バイアス※

により、若者や女性の東京一極集中が指摘され若者・女性の地方への回帰が求められて

おり、それらを鑑み、現在、令和 8 年度から令和 12 年度を計画期間とする「第 6 次男

女共同参画基本計画」の策定が進められています。 

また、ＤＶ防止法や女性活躍推進法、政治分野における男女共同参画の推進に関する

法律、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に

関する法律」、困難女性支援法、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律」など、社会情勢の変化や問題解決、新たな課題への対応に合わせ法整

備や法改正が行われています。 

また、静岡県においても、平成 13 年（2001 年）に男女共同参画社会基本法の理念を

踏まえ「静岡県男女共同参画推進条例」を制定し、静岡県男女共同参画基本計画を策定し

ました。現在、令和 8 年度から令和 12 年度を計画期間とする「第４次静岡県男女共同参

画基本計画」の策定を進めています。 

また、令和 5 年（2023 年）3 月、誰もが人生のパートナーとして安心して暮らせる環

境づくりを目指す「静岡県パートナーシップ宣誓制度※」を開始しています。 
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※ジェンダー 

 「社会的・文化的に形成された性別」。人間には生まれついての生物学的性別（セックス／sex）があります。一方、社会通念

や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的

に形成された性別」（ジェンダー／gender）といいます。 

※ジェンダー平等 

 本計画においては、男性、女性、LGBTQ の方等のあらゆる人にとっての公平・公正という意味で「ジェンダー平等」という

表現を使用していますが、法律や条例で規定されているものや男女いずれかの性別への偏りを解消し、対等な参画を促すべき

分野では「男女共同参画」という表現を用いています。 

※女性のエンパワーメント 

 女性が社会のあらゆる分野で能力を最大限に発揮し、自らの意思決定に基づき主体的に行動できるようになることです。 

※ジェンダー・ギャップ指数 

 世界経済フォーラムが毎年公表する、各国における男女格差を測る指数のことで、経済分野、教育分野、政治分野、健康分野

のデータから算出されます。 

※アンコンシャス・バイアス 

 「無意識の思い込み」のことで、性別や年齢、学歴などに対して、知らず知らずのうちに偏った見方をしてしまうこと。 

※静岡県パートナーシップ宣誓制度 

 令和５年３月から静岡県が開始した制度で、お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が協力して共同生活を行うこと

を宣誓し、県がその宣誓書を受領したことを証明するものです。 
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（３）計画の基本的視点 

  基本的視点１ 

  ・固定的性別役割分担意識・アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）の解消、慣

行の見直し 

    働き方・暮らし方の変革にあたり、根強い固定的な性別役割分担意識や無意識の思

い込みが大きな障壁となっています。これらは幼少期からの積み重ねにより形成され

ていくものであるため、性別に基づく固定観念を生じさせないよう、教育分野におい

て意識啓発を実施するとともに多様な価値観に触れることであらゆる人が暮らしやす

い社会基盤を整備することが重要です。また、成人に対しても、固定的な役割分担意

識や無意識の思い込みの解消に向けた取組を継続して行っていく必要があります。 

 

  基本的視点２ 

・性犯罪、性暴力や配偶者等への暴力などあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成 

・多様かつ複合的な困難を抱える女性に対してのきめ細やかな支援 

・性差に応じた特有の健康課題への支援 

    誰もが性別にかかわらず能力を発揮できる社会の実現には、人権の尊重と安全・安

心な生活環境の確保が不可欠です。そのため、性犯罪・性暴力や配偶者等への暴力な

どあらゆる暴力を容認しない社会基盤を形成する必要があります。あわせて、社会的・

経済的格差により多様かつ複合的な困難を抱える女性が孤立や困難の連鎖に陥らない

よう、きめ細やかな支援を推進することが求められます。さらに、男女の特性に応じ

た健康課題への理解と支援を進め、誰もが健やかに暮らせる環境を整備していきます。 

 

  基本的視点３ 

  ・性別に関わらず働きやすく働きがいある環境づくり、育児等との両立支援、多様で柔軟

な働き方推進 

・若者や女性にも選ばれる地域づくり 

    依然として、育児や介護等の負担が女性に偏り、長時間労働や固定的な性別役割意

識も相まって、就業継続やキャリア形成が困難となっています。性別にかかわらず働

きやすく働きがいある環境の整備、育児・介護等との両立支援、多様で柔軟な働き方

の推進を図るとともに、DX の活用やリスキリングの促進等に取り組むことでジェンダ

ー・ギャップを解消し若者や女性にも選ばれる地域づくりを推進します。 

   

  基本的視点４ 

  ・男女間の実質的な機会の平等、意思決定過程への女性の積極的登用 

    男女間の実質的な機会の平等を実現するためには、意思決定過程への女性の参画を

一層促進することが不可欠です。ポジティブ・アクション※を含めた人材登用・育成を

強化するとともに、地域社会や防災を含むあらゆる分野に男女共同参画の視点を浸透
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させ、女性が経済的自立や自己実現を果たすとともに、多様な視点によるイノベーシ

ョン※を通じて地域や社会全体の持続可能性を高めることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ポジティブ・アクション 

 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格

差を改善するために必要な範囲において、男女のいずれかの一方に対し当該機会を積極的に提供すること。ポジティブ・アク

ションは男女共同参画基本法で国・地方公共団体の責務として規定されている。（積極的改善措置） 

※イノベーション 

 従来の仕組みや考え方に、革新的なアイデアや技術を取り入れ、新たな価値を創造すること。 
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第２章 第６次沼津市男女共同参画基本計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

本計画は沼津市男女共同参画推進条例第３条に掲げる６つの基本理念のもと、男女共同

参画を図ります。 

（１）男女の人権の尊重 

（２）性の尊重と生涯にわたる心身ともに健康な生活の実現 

（３）政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

（４）あらゆる分野における男女共同参画の推進 

（５）男女のワーク・ライフ・バランス※（仕事と生活の調和）の実現 

（６）国際理解と協調 

 

２ 計画目標 

お互いを思いやり公正に支え合う すべての人が居心地よく暮らせるまち 沼津 

すべての人が人権を尊重され、性別や性のあり方を問わず互いに支え合い、社会的・経

済的格差をなくして実質的な機会の平等を実現し、個々の能力を発揮しながら多様な生き

方を選択できる居心地の良いまちを目指すことを本計画の目標とします。 

 

３ 基本目標 

Ⅰ ジェンダー平等を実現するための多様性を尊重する意識改革 

Ⅱ ジェンダー平等のもとに心身ともに健康な暮らしの実現 

Ⅲ 個人・家庭生活を基盤に性別にとらわれず個性と能力を発揮できる環境の整備 

Ⅳ すべての人が意思決定過程に参画できる地域社会づくり 
 

これらの基本目標を達成するために推進する８つの施策の方向性を示します。 

 基本目標 施策の方向性 

Ⅰ 
ジェンダー平等を実現するための

多様性を尊重する意識改革 

（１）ジェンダー平等に関する教育・啓発の充実 

（２）多様性を尊重し共生できる環境の整備 

Ⅱ 
ジェンダー平等のもとに心身とも

に健康な暮らしの実現 

（３）ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶 

（４）生涯にわたる健康づくりと安全・安心で豊

かな暮らしに向けた支援 

Ⅲ 

個人・家庭生活を基盤に性別にと

らわれず個性と能力を発揮できる

環境の整備 

（５）ワーク・ライフ・バランス実現の推進 

（６）職場における女性活躍の推進 

Ⅳ 
すべての人が意思決定過程に参画

できる地域社会づくり 

（７）政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

（８）地域における男女共同参画の推進 
 

※ワーク・ライフ・バランス 

 仕事と生活の調和がとれた状態のこと。仕事と生活の調和憲章では「仕事と生活の調和が実現した社会」とは「国民一人ひと

りがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活においても、子育て期、中高年期

といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」とされています。 
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４ 重点取組 

  本計画では、条例前文で示す「家庭」・「職場」・「教育」・「地域」の４つを男女共同参画の

取り組みの主要領域とし、①家庭・職場・学校・地域を挙げた総がかりでの男女共同参画

推進と相互の取組効果の波及、②性別による固定的な役割分担を反映した慣行・既存組織

のあり方の不断の見直し、③効果的な目標指標の設定と結果検証の徹底、④ジェンダー平

等の視点による、男性の意識・働き方・暮らしの見直しを横断的視点としながら、以下の

３つを重点とする取り組みとして、誰一人取り残さないよう、性別に縛られず、一人ひと

りの個性と能力が発揮でき、「自分らしく」心豊かに生活できる「男女共同参画社会」の実

現に向けた取組を推進します。 

 

（１）困難な問題を抱える女性への支援の徹底 

   困難な問題を抱える女性に対しては、複合化した生活課題の解決につながる支援が重

要なため、児童福祉、母子福祉、生活困窮者支援、生活保護などを所管する課などが連

携し重層的な支援体制の構築を図るとともに、女性相談支援員の専門性の向上を図るな

ど、女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に向けた取組を進めます。 

 

指標 

項目 
前回値 

（令和３年度） 

現在値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

相談窓口の認知度 35.7% 
29.8% 

（R7） 
60% 

配偶者や交際相手等

からの暴力・ 

暴言件数 

- 141 件 モニタリング指標 

学校や職場での 

ハラスメント 

被害件数 

- 225 件 モニタリング指標 

経済的困窮件数 - 157 件 モニタリング指標 

※モニタリング指標…数値の推移を監視・観察し状況確認する。 

 

 

（２）性別に関わらず全ての人にとって働きやすく働きがいある環境づくりの一層の推進 

女性も男性も全ての人が、仕事と子育て・介護・社会活動等を含む生活との両立のしづ

らさを感じることなく働き続け、キャリア形成やリスキリングの機会を得ながらその能

力を十分に発揮することができる環境を整備することが重要です。職場におけるジェン

ダー・ギャップ解消を推進し、女性の暮らしやすさを向上するなど、すべての人が働きや

すく働きがいある職場環境づくりの取組推進や家庭における男性参画の促進、女性の能

力発揮のための支援や管理職への積極的登用の推進など、誰もが働きやすい環境づくり

に取り組みます。 
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指標 

項 目 算出方法 
前回値 

(令和 3 年度) 

現在値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

固定的性別役割分

担意識に反対する

市民の割合 

市民アンケート

調査 

68.7% 

(令和元年度) 
76.1％ 80%以上 

男性の 1 日当たり

の家事関連時間 

市民アンケート

調査 

１時間 6 分 

(令和元年度) 
１時間 36 分 2 時間 30 分 

放課後児童クラ

ブ・保育所等 

待機児童数 

待機放課後児童

クラブ 
０人 12 人 ０人 

保育所等 ０人 0 人 ０人 

女性の起業件数 
女性の創業者/

総創業者数 
34.7％ 38.8％ 50％ 

男女共同参画推進

事業所認定数 

推進事業所 

認定数 
97 111 134 

 

（３）意思決定過程への女性の参画の一層の加速 

男女間の実質的な機会の平等を担保する観点から意思決定過程への女性の参画を一層

加速していく必要があります。 

政策・方針決定過程への女性の参画拡大や地域における男女共同参画、職場における

女性活躍を推進し、すべての人が意思決定過程に参画できる地域社会づくりにより、誰

もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがないよう

な社会を築きます。 

指標 

項 目 算出方法 
前回値 

（令和３年度） 

現在値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

市審議会等への

女性登用率 

女性委員/ 

総委員数 
30.5% 

29.9% 

(R7) 
35% 

市女性職員の管

理職登用率 

女性管理職者数／

管理職者数 

（※教育職、消防

職等を除く） 

20.4% 
15.2％ 

(R7) 
20% 

男女共同参画推

進事業所 

女性管理職 

登用率 

推進事業所の 

女性管理職登用率 

（課長級以上） 

- 
20.6％ 

（R7） 
25% 

女性自治会長 

登用率 

女性の自治会長数/ 

自治会長数 
4.1％ 3.5％ 4.8％ 

※沼津市長が任命権者であるもの 

※市審議会等への女性登用率、市女性職員の管理職登用率は（R7.4 現在値） 
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５ 計画期間 

令和８年度（2026 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの５年間とします。ただし、

社会情勢の変化や事業の進行に応じて、必要な見直しを行います。 

６ 計画の位置づけ 

●男女共同参画社会基本法第 14 条第 3 項に基づく計画であり、本市の男女共同参画施策

を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画です。 

●第 5 次沼津市総合計画を上位計画とし、他の関連計画との整合を図っています。 

●国の「第 6 次男女共同参画基本計画」及び県の「第 4 次静岡県男女共同参画基本計画」

を勘案し策定しています。 

●本計画は、女性活躍推進法第６条第２項に規定される市町村推進計画として位置づけて

います。 

●本計画は、ＤＶ防止法第２条の３第３項に規定されている市町村基本計画として位置づ

けています。 

●本計画は、困難女性支援法第８条第３項に規定されている市町村基本計画として位置付

けています。 

 



 

 

 

第３章 施策の内容 

１ 計画の体系図 
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２ 施策の方向性及び具体的施策 

施策の方向性１ ジェンダー平等に関する教育・啓発の充実 

現状と課題 

令和６年度に実施した市民アンケートの結果によると「男性は仕事、女性は家事」

といった性別で役割を分ける考え方に反対する市民の割合は 76.1%となっており、性

別で家庭内の役割を分けない方向に意識が変化していることが読み取れます。 

一方で家庭における家事分担状況について、主として女性の割合が減り、男女同じ

程度の割合が増加しているものの、まだまだ家庭内での格差があると言え、意識とし

ては性別で役割を分ける考え方に反対しているものの、実際の行動の変化には至って

ない実態が読み取れます。 

また、教育分野において、幼少期を含む教育現場でジェンダー平等意識の定着を推

進し、多様なキャリア教育を行うことで STEM 分野※等、性別にかかわらず個性にあ

った職業選択を促し、子ども一人ひとりが性別に縛られることなく能力や才能を発揮

できる教育を促進します。 
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図４ 男女の役割を固定的に考えることについて（経年変化） 
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図５ 家庭における家事分担状況（経年変化） 

 

出典：令和６年度沼津市男女共同参画に関する市民アンケート結果報告書 

 

出典：令和６年度沼津市男女共同参画に関する市民アンケート結果報告書 
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具体的施策 

（１）ジェンダー平等に関する情報収集・情報発信 

あらゆる分野でのジェンダー平等に関する意識の醸成や、環境づくりのための情

報収集・広報活動の充実を図ります。 

番号 項 目 内 容 所管課 

1 

男女共同参画推進の調

査やデータ収集。SNS

や市ホームページなど

を利用した情報発信 

現状把握や課題解決策の検討のため国際社会

の動向や基礎データを収集する。また、市

HP や SNS 等で情報発信を行うとともに、市

広報物等においてジェンダー平等の観点から

指導を行う。 

地域自治課 

2 
図書館からのジェンダ

ー平等の情報発信 

男女共同参画や DV 防止等に関する図書の紹

介コーナーを設置し、市民への情報提供及び

啓発を図る。 

市立図書館 

3 
博物館等からのジェン

ダー平等の情報発信 

文化振興課所管施設の博物館等において、年

齢や性別にとらわれず誰もが楽しみながら学

べる展示に取り組んでいく。 

文化振興課 

 

（２）固定的な性別役割分担意識を解消するための広報・啓発 

固定的な性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアスの解消などジェンダー平

等の観点から広報・啓発を行います。 

番号 項 目 内 容 所管課 

4 

（1） 

（再掲） 

男女共同参画推進の調

査やデータ収集。SNS

や市ホームページなど

を利用した情報発信 

現状把握や課題解決策の検討のため国際社会

の動向や基礎データを収集する。また、市 HP

や SNS 等で情報発信を行うとともに、市広報

物等においてジェンダー平等の観点からに指

導を行う。 

地域自治課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※STEM 分野 

 科学・技術・工学・数学（science, technology, engineering and mathematics）を総称する分野のこと。 
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（３）教育・保育の場でのジェンダー平等意識の醸成 

教育・保育の現場において、子どもたちが性別にかかわりなく互いの人権を尊重

する意識をはぐくむための教育や学習を実施します。 

番号 項 目 内 容 所管課 

5 人権教育（教職員） 

各種研修会で教職員のキャリアに応じ、「一人

ひとりを大切にした子供主体の授業づくり、

学級づくり」「ジェンダー平等の観点からその

人の個性を尊重する教職員の育成」等の講義

やグループワークを行う。 

教職員研修 

センター 

6 

ジェンダー平等に関す

る研修の実施（教職員

等） 

男女共同参画・ジェンダー平等に関する研修

や講座の情報を提供し、校内研修会の開催や

授業実践を促す。 

学校の授業において、男女共同参画・ジェンダ

ー平等に係る内容を扱うとともに、保護者へ

実践を伝えることで、家庭への啓発を図る。 

学校教育課 

7 

ジェンダー平等に係る

学習の実施（児童・生

徒） 

学校教育において、保育・介護・職業等の体験

学習を行う。 
学校教育課 

8 
多様な選択ができる進

路・就職指導 

性別にかかわらず個性にあった、多様なキャ

リアを選択できる進路指導を行う。 
学校教育課 

9 職業講話の実施 

小・中学校において、男女共同参画の視点を取

り入れた「職業講話」を行う。また、男女共同

参画に関する学びを、教育・家庭など分野横断

的に取り組む。 

地域自治課 
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施策の方向性２ 多様性を尊重し共生できる環境の整備 

現状と課題 

誰もが安心して暮らせる地域を実現するためには、性的マイノリティの方や外国人

等を含む、多様性を前提とした相互理解・尊重が必要です。 

LGBTQ※（性的マイノリティ）についての認知度は、77.5％となっており、言葉は

浸透してきていますが、社会の理解不足、差別や偏見、そして就労や医療における困

難など様々な課題があります。 

また、市内には多くの外国人が生活しており、年々増加しています。外国人との交

流を通じ国際理解・異文化交流を深めるとともに、本市で生活する外国人が性別にか

かわらず地域社会の一員として活躍し、安心して暮らせるよう、対応言語の拡充など

により、多様化する相談に応じ外国人の地域での生活を支援する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※LGBTQ 

 性的マイノリティ全般を表す表現で、レズビアン（L）、ゲイ(G)、バイセクシュアル(B)、トランスジェンダー(T)、

クエスチョニング/クィア(Q)を総称する言葉。 

80.0

71.7

17.5

25.2

2.5

3.1

R 6

R 1

知っている 知らない 無記入

図６ LGBTQ という言葉の理解度（経年変化） 

 

出典：令和６年度沼津市男女共同参画に関する市民アンケート結果報告書 
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図７ 沼津市の外国人人口の推移（各年４月１日現在） 

出典：住民基本台帳 
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具体的施策 

（４）多様な性のあり方の理解増進と環境整備 

性の多様性についての理解・尊重のための学習機会の提供や啓発を実施します。 

番号 項 目 内 容 所管課 

10 

性的マイノリティの相

談体制づくりと性の多

様性の学習機会の提供 

性的マイノリティに対するスムーズな相談対

応の体制づくりを行うとともに、あらゆる世

代に多様な性のあり方を尊重する学習機会を

提供する。 

地域自治課 

11 

性教育・性の尊重と支

援体制の確立（教育の

場） 

小中学校における性教育・性の尊重にかかる

教材を整備するとともに、各学校で、児童・生

徒に対して包括的性教育を行い、性に対する

支援体制の確立を図る。 

学校教育課 

 

（５）国際交流等を通じた多様な価値観への理解促進 

多様な文化や価値観の違いを理解し、すべての市民が共生できる社会基盤を整備

します。 

番号 項 目 内 容 所管課 

12 

青少年健全育成事業の

実施による児童・生徒

の教育支援 

青少年健全育成事業を実施し、青少年が男女

共同参画を取り上げる機会を提供する。 
生涯学習課 

13 
「国際交流フェア」の

実施 

在住外国人と市民との交流事業「国際交流フ

ェア」の実施により、国際理解・異文化交流を

深めるとともに、国際的視野で男女共同参画

についての理解を深める。 

地域自治課 

14 
外国人住民の相談窓口

の拡充 

外国人住民相談窓口の対応言語の拡充によ

り、多様化する相談に応じるとともに、日本の

各種制度や生活情報などの情報提供を拡充さ

せる。また、日本語習得のための講座開催など

により在住外国人の地域での生活を支援す

る。 

地域自治課 
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施策の方向性３ ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶 

現状と課題 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やセクシャル・ハラスメント（セクハラ）、

マタニティ・ハラスメント（マタハラ）等の女性等に対するあらゆる暴力は、犯罪と

なる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女共同参画社会の形成や女性活躍の推進

を阻む大きな要因となっています。 

相談件数は減少傾向にありますが、過去 1 年のハラスメント経験は増加しており、

支配やコントロールという DV の本質は変わらない一方で、夫婦、恋人、子ども、男

性などの DV の対象、家庭、職場、介護現場などの DV が発生する場所、身体的、心

理的、性的、経済的などの形態及び SNS を利用した手段など、DV の内容は多様化・

複雑化しています。 

  女性等に対する暴力の根絶のためには、ＤＶは人権侵害であることや、暴力の意味

や種類を一人ひとりが正しく理解し、暴力の未然防止とＤＶを許さない社会意識の醸

成が必要です。併せて、関係機関が緊密に連携し被害者が安心して相談できる体制づ

くりや、被害者の相談、保護、自立に向けた支援を行うとともに、再発や深刻化を防

ぐ支援を行う必要があります。 
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図８ 市窓口における DV の相談件数 

出典：社会福祉課 
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出典：令和６年度沼津市男女共同参画に関する市民アンケート結果報告書 
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※ドメスティック・バイオレンス（DV） 

 配偶者・パートナーからの身体的・精神的・性的な暴力のこと。単に殴る蹴る等の身体的な暴力だけでなく、威嚇・

無視・行動の制限など、心理的な苦痛を与えることも含まれる。 

※セクシャル・ハラスメント（セクハラ） 

 職場などにおいて性的な言動によって相手に不快感や屈辱感を与え、就業環境を悪化させる行為 

※マタニティ・ハラスメント（マタハラ） 

 妊娠・出産・育児などを理由として、職場で不当な扱いや嫌がらせを受けること。 



- 21 - 

 

具体的施策 

（６）ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶に向けた啓発・防止対策の推進 

セクハラ・マタハラ・DV・性犯罪等の女性等へのあらゆる暴力の根絶に向けた防

止対策の充実を図ります。 

番号 項 目 内 容 所管課 

15 
女性への暴力防止啓発

や防止情報の発信 

セクハラ・マタハラ・DV・性犯罪等の女性等

への暴力防止に向けた啓発や防止関連情報を

発信する。 

社会福祉課 

16 
ハラスメントの防止 

（市役所） 

市役所におけるハラスメントの現状を把握

し、相談体制の充実とハラスメントの防止に

向けた取組を行う。 

人事課 

17 
ハラスメントの防止 

（教育の場） 

教育の場でのハラスメントの把握を行い、防

止に関する啓発を行うとともに、相談体制を

充実する。 

学校教育課 

（７）被害者への相談体制の充実と安全保護・自立支援 

セクハラ・マタハラ・DV・性犯罪等の女性等へのあらゆる暴力に関わる相談体制

の充実と被害者保護や自立支援を実施します。 

番号 項 目 内 容 所管課 

18 人権相談の実施 

男女差別などによる人権侵害について悩みを

抱える被害者に対し、関係機関と連携し、問題

解決に向けた適切な相談窓口の案内、助言な

ど必要な支援を行っていく。 

生活安心課 

19 
DV 被害者等の相談体

制の充実 

DV 被害者の早期発見・相談体制づくりと相談

員のスキル向上を図る。(性的マイノリティ・

性犯罪の相談を含む） 

社会福祉課 

20 
DV 被害者の安全な保

護 

DV 被害者の保護と安全な避難を支援すると

ともに、関係機関との連携を図り、被害者の自

立に向けた生活支援(含、子どもの支援）と二

次被害を起こさないよう支援体制を強化す

る。 

社会福祉課 

21 
DV 等の被害患者への

適切な対応 

児童虐待等の家庭内暴力を受けていると思わ

れる患者に対して、院内チームで協議し、関係

機関と連携しながら対応する。 

医事課 

22 
児童虐待に関する相談

体制の充実と連携強化 

児童の面前での DV 等が児童虐待であること

を周知・啓発することで、市民の正しい理解に

つなげ、発生予防と早期発見を図る。児童への

被害が発生した家庭へは、直接指導及び必要

に応じた支援を実施する。 

こども家庭

センター 
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施策の方向性４ 生涯にわたる健康づくりと安全・安心で豊かな暮らしに向けた支援 

現状と課題 

男女が互いの身体的性差を理解し、生涯にわたり心身ともに健康的な生活を送るこ

とは、男女共同参画社会の形成の前提となるものです。 

セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ※（性と生殖に関する健康と権

利）の視点から、妊娠・出産を自身で決定していくことが重要とされています。 

また、女性はライフステージごとに性や生殖に関わる様々な問題に直面します。女

性自身への支援はもちろんですが、女性の就業率が高い現状を踏まえると、健康経営

の観点から職場に対する支援が必要です。 

女性が直面する生活困難は、年齢や状況により多様化・複合化しており、高齢女性

の貧困率や非正規雇用、単身世帯、ひとり親世帯の増加が深刻な課題となっています。

これらの困難は、不安定な雇用や収入格差、社会的孤立を招き、障がいや家族構成な

どの要因が絡み合うことでさらに複雑化し、貧困の問題が世代を超えて連鎖する可能

性があります。若年層への支援や切れ目のない個別対応の自立支援を通じて、次世代

への貧困の連鎖を断ち切ることが重要です。 
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※セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利） 

 セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルスとは、性と生殖に関する機能と活動過程の全てにおいて、身体的・精神的・

社会的に完全に良好な状態であることです。 

 セクシュアル・リプロダクティブ・ライツとは、すべてのカップルと個人が性と生殖に関して自己決定でき、そのた

めに必要な情報や手段などを得ることができる権利です。 



- 24 - 

 

具体的施策 

（８）性差とライフステージに応じた健康づくりの取組推進 

男女が生涯を通じ、健康に生活できるための支援を充実し、ニーズを捉えた施策

を進めます。 

番号 項 目 内 容 所管課 

23 

性教育・性の尊重と支

援体制の確立（教育の

場 

性に関する正しい知識、ジェンダー、人権、多

様性などについての考え方を伝える包括的性

教育を実施するとともに、将来の妊娠に向け

て自分たちの健康に向き合うプレコンセプシ

ョンケア※の重要性を啓発する。 

健康づくり課 

24 
性差に配慮した健診事

業の実施 

婦人がん検診会場（子宮頸がん・乳がん）に託

児サービスを設置し、子育て中の親が安心し

て検診を受けられる環境を整備する。 

健康づくり課 

25 健康経営の推進 

健康経営の視点を取り入れ、従業員の健康づ

くりに取り組む市内事業所等に対し、「生活習

慣病予防」や「こころの健康」「性差やライフ

ステージに応じた女性特有の健康課題」に関

する正しい知識の普及・啓発を行い、併せて健

康相談等を実施する。 

健康づくり課 

26 
性差に配慮した各種ス

ポーツ教室の開催 

身体的差異などの性差に配慮し、市民の健康・

体力づくり活動のための各種スポーツ教室等

を開催する。 

ウィズ 

スポーツ課 

27 
学習機会の提供による

生きがいづくり 

市民の生きがいづくりに繋がる学習機会など

を通じて、年齢や性別に関係なく、誰もが学ぶ

楽しさや仲間づくりの喜びを実感できる環境

を整える。 

生涯学習課 

28 
高齢者に対する生活や

活動支援 

高齢者が安心して社会生活を送るための生活

サポートや職業支援及び高齢者が気軽に参加

できるイベントの開催、老人クラブやシルバ

ー人材センター等の活動支援などを行う。 

長寿福祉課 

29 魅力のある職場づくり 

職場における健康・環境整備等を通じジェン

ダー・ギャップ解消を推進し、「女性が働きや

すく働きがいあるまち」を目指す。 

地域自治課 

30 労務制度の情報提供 

雇用施策、労働環境整備などに係る法改正等

の内容の情報提供やセミナーの開催等を通じ

て、働きやすい職場環境の構築に向け、周知を

図っていく。 

商工振興課 
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※プレコンセプションケア 

 男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身につけ、将来のライフプランを考えて、日々の生活や健康に向き合うこ

と。妊娠・出産を望む人たちだけでなく、すべての人にとって、性や妊娠・出産について科学的に正しい知識を持っ

ておくことは、自分やパートナーを守るためにも必要なこととされています。 
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（９）生活困窮等の困難な問題を抱える人への支援 

多様化する生活困窮等に対し、切れ目のないサポートを実施します。 

番号 項 目 内 容 所管課 

31 
DV 被害者や生活困窮

の世帯への学習支援 

「貧困の連鎖」を防止するため、生活困窮世帯

に属する子どもへの学習支援を行う。 
社会福祉課 

32 

障がいのある人の人権

理解と相談体制・生活

支援 

障がいのある人の人権を理解し、社会参加に

対する市民のサポート意識の啓発を行う。 
障がい福祉課 

障がいのある人の自立した生活への支援及び

相談体制を整える。 

33 
生活困窮者に対する自

立支援 

生活に困窮する高齢者や障がい者に対して社

会的自立に向けた支援を行う。 
社会福祉課 

34 
ひとり親家庭（母子・

父子家庭）への支援 

関係機関と連携し、ひとり親専用相談窓口に

よる情報提供や相談機能の充実を図るととも

に、職業資格取得のための各種給付金の積極

的な活用を図り、ひとり親家庭の自立を促進

する。 

こども未来

創造課 

35 

教育相談推進事業によ

る児童生徒及び保護者

の支援 

教育相談推進事業において、悩みを抱える児

童生徒に対して、家族を含めた問題状況の把

握に努めるとともに、性別に関わらず固有の

問題に的確に対応するため、相談員の資質向

上に努める。 

青少年教育

センター 

36 
生理 の 貧 困へ の 支援

（児童・生徒） 

安心して学校生活を送ることができるよう、

市内全公立小・中学校に生理用品を設置する。 
学校施設課 

 

 

 

（10）ジェンダー平等の実現に向けた地域環境整備 

誰もが暮らしやすいまちを目指し様々な主体の意見を反映した環境整備を行い

ます。 

番号 項 目 内 容 所管課 

37 
「中心市街地のまちづ

くり」の推進 

男女共同参画による中心市街地のまちづくり

を推進し、交流人口の増加、定住人口の確保、

及び協働のまちづくりへの意識醸成を図ると

ともに、ヒト中心のまちづくりを展開する。 

まちづくり

政策課 

38 
地域住民等と連携した

公園整備 

様々な世代からの要望による公園の利活用、

また地域住民や民間事業者との協議に基づく

公園整備を図る。 

緑地公園課 
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施策の方向性５ ワーク・ライフ・バランス実現の推進 

現状と課題 

少子高齢化の進行や個人の価値観が多様化する中、ワーク・ライフ・バランスの実

現は誰もが充実した生活を送ることができる社会づくりを推進する上で非常に重要

な要素となっています。 

女性が職業を持つことについて、令和６年度に実施した市民アンケートによると

「こどもができても、ずっと職業を続けるほうがよい」という回答が過半数を超え、

女性がキャリアを継続することへの理解は年々大きくなっています。一方で、家庭に

おいて「１日の家事・育児・介護時間」は男女間で大きな格差があります。 

ワーク・ライフ・バランス推進のためには、労働慣行の見直しや個別の事情等に応

じた柔軟な働き方を推進するとともに、ジェンダー・ギャップを解消し女性にとって

魅力的な職場環境づくりを支援するとともに、家庭における男性の参画促進と多様な

ニーズに応じた子育て・介護支援を推進します。 

家庭と職場での男女共同参画がもたらす好循環な作用について広く啓発し、企業と

個人の意識の変革を促していくことが必要です。 
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図 11 女性が職業を持つことをどう思うか（経年変化） 

出典：令和６年度沼津市男女共同参画に関する市民アンケート結果報告書 
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表１ 保育所等・放課後児童クラブの待機児童数 
  

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

保育所等 0 0 0 0 

放課後児童クラブ 0 0 2 12 

 

  

男性 女性

R6 1.6 4.6

R1 1.2 4.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

時
間

図 12 １日の家事・育児・介護時間（経年変化） 

出典：令和６年度沼津市男女共同参画に関する市民アンケート結果報告書 

 

[人] 

出典：こども未来創造課 
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具体的施策 

（11）すべての人が働きやすく働きがいある職場環境づくりの取組推進 

行政と企業等の連携により、誰もが個々の能力を発揮することができるよう働き

方改革を推進します。 

番号 項 目 内 容 所管課 

39 

(29) 

（再掲） 

魅力のある職場づくり 

職場における健康・環境整備等を通じジェン

ダー・ギャップ解消を推進し、「女性が働き

やすく働きがいあるまち」を目指す。 

地域自治課 

40 

(30) 

（再掲） 

労務制度の情報提供 

雇用施策、労働環境整備などに係る法改正等

の内容の情報提供やセミナーの開催等を通じ

て、働きやすい職場環境の構築に向け、周知を

図っていく。 

商工振興課 

41 

(25) 

（再掲） 

健康経営の推進 

健康経営の視点を取り入れ、従業員の健康づ

くりに取り組む市内事業所等に対し、「生活習

慣病予防」や「こころの健康」「性差やライフ

ステージに応じた女性特有の健康課題」に関

する正しい知識の普及・啓発を行い、併せて健

康相談等を実施する。 

健康づくり課 

42 
沼津市男女共同参画推

進事業所の認定拡大 

男女共同参画に積極的に取り組む事業所の認

定の拡大を図る。また、認定事業所相互の意見

交換等の情報を発信し、働き方改革や女性活

躍を推進する。 

地域自治課 

43 
農業における家族経営

協定の締結促進 

魅力ある農業経営を実現するために、家族間

の就業条件や経営の役割分担などの取り決め

を行う家族経営協定締結の促進を図る。 

農林農地課 

44 
男性の働き方と職場風

土の改革（就労の場） 

働き方改革に関する企画や研修を開催すると

ともに、ワーク・ライフ・バランス実現への取

り組みを促す情報提供を行う。 

地域自治課 

45 
男性の働き方と職場風

土の改革（市役所） 

ワーク・ライフ・バランスの実現や働き方改革

の推進のため、長時間労働の是正や各種休暇

等の積極的取得を推進する。 

人事課 

46 
男性の働き方と職場風

土の改革（教育の場） 

教職員の校務分掌や勤務に関して、個々の強

みを生かして学校運営に携わること、時間外

勤務の縮減に向けた取組のある組織を構築す

る。 

学校教育課 

47 

情報化による市民サー

ビス向上と行政経営の

効率化 

沼津市ＤＸ推進計画に基づき、デジタル技術

を最大限に活用し、市民サービスを向上させ

るとともに、効率的で持続可能な行政運営を

実現する。 

ICT 推進課 
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（12）家庭における男性参画の促進 

男性の家事・育児などへの参画を促し、家庭から始めるジェンダー平等を目指し

ます。 

番号 項 目 内 容 所管課 

48 
妊娠・出産に関する支

援 

夫婦で協力しながら子育てができるよう、育

児実習や妊婦体験等を通して男性の育児・家

事への参画意識を高める。また、グループワー

ク等により、夫婦（男女）の認識を共有し、親

となる意識を養う。 

健康づくり課 

49 地産地消と食育の推進 

男性も参加しやすい食育講座や調理実習を開

催し、家庭内における家事（食事作りなど）へ

の積極的な関与を促す。 

健康づくり課 

50 
ケアワークでの男性活

躍 

男性の家事・育児といったケアワークへの参

画を促すためのセミナーの開催や情報提供を

通じて、家庭における男性参画の促進を図る。 

地域自治課 

51 
男性の育児への主体的

参画の促進 

子育て支援センターにおいて、男性の育児等

への参加に関し、きっかけづくりの場を提供

する。 

こども未来

創造課 

子どもが父親や祖父と一緒に本に親しみ、図

書館を利用する機会を増やすとともに、男性

が育児参加しやすい環境づくりにつなげる。 

市立図書館 
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（13）働きながら子育て・介護に携わる人への支援 

多様なニーズに応じた子育て・介護等に係る支援を実施し、仕事と両立しやすい

環境を整備します。 

番号 項 目 内 容 所管課 

52 
子育て期に安心して働

ける環境整備 

保育所の整備等と相互補完のもと延長保育、

一時預かり等、地域子ども・子育て支援事業の

充実を図る。 こども未来

創造課 放課後児童対策パッケージに基づき、全ての

就学児童が放課後に安全・安心に過ごすこと

ができるよう事業を推進する。 

53 
院内保育所「きらら」

の運営 

院内保育所「きらら」の運営を行うことによ

り、職員が安心して働き続ける環境を提供す

る。 

病院管理課 

54 
介護知識等の学習機会

の提供 

認知症や介護に関心があり、現在、認知症等の

高齢者を介護する市民に対し、男女の区別な

く家族ぐるみで、認知症や介護の知識等に関

する学習機会を提供する。 

長寿福祉課 

55 
介護支援体制と相談体

制の充実 

地域包括支援センターの活用等により、地域

での介護支援体制と相談体制の充実を図る。 
長寿福祉課 

56 

移住希望者に対する求

人情報や就職支援、子

育て情報等の提供 

若い世代（29 歳以下）をターゲット層とした

情報発信や移住定住施策を行い、ターゲット

層の移住相談件数の増加を図る。 

政策企画課 
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施策の方向性６ 職場における女性活躍の推進 

現状と課題 

  職場における女性活躍の推進は、ジェンダー平等の観点はもちろん、企業の生産性

向上や人材確保、イノベーション創出に直結するものです。しかし、女性の正規雇用

率は、20 代をピークに年代が上がるほど低くなる L 字カーブが見られ、職場におけ

る女性活躍は十分とは言えません。 

男女雇用機会の均等を出発点として採用・配置・評価・昇進の各段階の公平化を進

めるとともに、キャリア形成を支えるスキルアップ研修やロールモデル※発信の実施、

女性の管理職登用を通じ、より女性が力を発揮できる基盤の整備が必要です。 

  また、再就職や起業に必要な知識・技術の習得にかかる情報や学習機会を提供し、

女性の希望に応じた働き方や再就職を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

※ロールモデル 

 考え方や行動、キャリア形成において、自身が「こうなりたい」と目指す模範となる人物。 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

男性

女性

図 13 沼津市における正規雇用者の割合（令和２年度） 

 

出典：総務省 令和２年度国勢調査結果から地域自治課独自作成  
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具体的施策 

（14）女性の能力発揮のための支援と管理職への積極的登用の推進 

市役所・教育の場における管理職等への女性職員の登用を進めるとともに企業等

における管理職等への女性の積極登用に向け、学習・研修情報や制度情報を提供し

ます。 

番号 項 目 内 容 所管課 

57 

女性の積極的登用のた

めの学習・研修情報の

提供 

女性の管理職への登用で得られる、新しい価

値の創造、女性労働者のモチベーションアッ

プ、企業イメージの向上など多くのメリット

を企業・各種団体等が活かせるよう啓発する。 

地域自治課 

58 
公共調達を通じた女性

活躍の推進 

女性の職業生活における活躍を推進している

企業を評価し、優遇する。 
契約検査課 

59 
女性職員の管理職への

登用促進（市役所） 

女性職員のモチベーションの向上及び視野の

拡大等を図るため研修への参加を進めるとと

もに、女性職員に実施したアンケート結果か

ら、女性の管理職登用の弊害となっている要

因を探り、積極的登用を推進する。 

人事課 

60 
選挙開票事務における

男女平等（市役所） 

選挙開票事務への女性職員の参画を推進す

る。 

選挙管理 

委員会事務局 

61 
女性職員の管理職への

登用促進（教育の場） 

女性管理職候補者を積極的に育成し、登用割

合の増加につながる取組を行う。 
学校教育課 

62 
水産業における男女共

同参画の情報発信 

漁協の女性職員等に対し、水産業における男

女共同参画に関する情報提供を行う。 

また、市民（特に若い世代）に対し、水産業に

おける女性活躍事例を伝える。 

水産海浜課 

63 
水産業における女性参

画の支援 

女性漁業関係者が主体的に取り組む水産関連

施設に係る PR 支援や催事等における魚食普

及活動の支援を行う。 

水産海浜課 

64 
女性農業者に対する支

援 

女性の地域農業に対する考え方を農業施策に

反映する。 
農林農地課 

65 
女性技術職員の積極採

用 

技術職の女性を増やすことで多様性を促進

し、平等な機会を提供することで社会的公平

性を実現し、持続可能な発展に寄与する。 

建設デザイン

政策課 
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（15）女性の就労・起業支援 

女性が社会においてより活躍するためモチベーションアップやエンパワーメン

ト支援を行います。 

番号 項 目 内 容 所管課 

66 
合同就職面接会等の開

催による就労支援 

沼津しごと応援サイト「ぬま job」の運営、合

同就職面接会の開催及び関係機関との連携等

により、企業と求職者のマッチングの促進を

図る。 

商工振興課 

67 
女性起業者等に対する

情報提供・支援 

ぬまづビジネスサポート連絡会を組織し、女

性起業者や新規起業創業者に対する課題解

決・事業継続に向けた情報提供・支援を行う。 

商工振興課 

68 

(56) 

（再掲） 

移住希望者に対する求

人情報や就職支援、子

育て情報等の提供 

若い世代（29 歳以下）をターゲット層とした

情報発信や移住定住施策を行い、ターゲット

層の移住相談件数の増加を図る。 

政策企画課 
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施策の方向性７ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

現状と課題 

  男女がともに責任を分かち合い男女共同参画社会を実現するためには、社会のあら

ゆる分野の政策・方針決定過程において女性の参画拡大を進め、多様な意見を公平・

公正に反映させていく必要があります。 

これまで、本市は「沼津市附属機関及び懇話会の運営に関する指針」において、市

審議会等への女性委員の登用率の目標値を 35％と定め、登用の促進に努めてきまし

たが、令和７年４月１日現在、29.9％と目標であった 35%に近づく進捗は見られるも

のの、更なる働きかけが必要な状況です。 

引き続き、政策・方針決定過程への重要な担い手としての女性の役割を再認識し、

女性活躍の機会を広げ、能力を伸ばすキャリア教育の取組を行うとともに、政治分野

や就労の場における女性のリーダーシップの発揮や意思決定への参画拡大をはじめ、

あらゆる分野における女性の登用につなげていく必要があります。また、女性の登用

が能力や実績で選ばれることにより、自身の自己実現を図りつつ、キャリア形成の指

標となるロールモデルが増えていくことが期待されています。 

 

 
 審議会等数 うち女性有 委員数 うち女性数 登用率 

総務部 8 7 58 13 22.4% 

政策推進部 4 4 40 15 37.5% 

財務部 2 1 11 3 27.3% 

市民福祉部 28 27 385 135 35.1% 

産業振興部 9 6 75 17 22.7% 

生活環境部 3 2 26 10 38.5% 

都市計画部 13 9 145 33 22.8% 

沼津駅周辺整備部 2 1 20 2 10.0% 

建設部 3 2 26 4 15.4% 

水道部 1 1 15 5 33.3% 

市立病院事務局 1 0 3 0 0.0% 

危機管理課 2 2 77 8 10.4% 

教育委員会事務局 47 42 445 148 33.3% 

市全体 122 102 1,320 395 29.9% 

県内市町平均(R6) - - - - 30.0% 

国(R6) - - - - 42.0% 

 

表２ 市審議会等の女性登用率（令和７年４月１日時点） 

出典：地域自治課（政策推進部） 
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具体的施策 

（16）市の審議会等への女性の積極的登用 

政策・方針決定の場での男女の意見が均等に反映されるよう、市審議会等への女

性の積極的登用を進めます。 

番号 項 目 内 容 所管課 

69 
市の審議会等への女性

の登用促進 

市審議会等への女性の参画拡大のため、「沼津

市附属機関及び懇話会の運営に関する指針」

に則り、各課への指導及び周知を行う。（目標：

女性委員登用率 35％） 

地域自治課 

 

（17）女性リーダーを養成する施策の充実 

政策・方針決定の場への女性の参画拡大を図るため人材育成や意識改革の取り組

みを進めます。 

番号 項 目 内 容 所管課 

70 

政策・方針決定の場に

参画する女性の人材育

成 

政治分野における女性参画促進の普及啓発を

実施し、政策・方針決定の場へ参画できる人材

を育てる。 

地域自治課 

71 

「地域リーダー養成講

座」などへの女性の参

画支援 

「地域リーダー養成講座」などへの女性の参

加を促進し、自治会や地域コミュニティにお

ける女性の積極的な参画を支援する。 

地域自治課 
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施策の方向性８ 地域における男女共同参画の推進 

現状と課題 

地域において誰もが暮らしやすいまちづくりを進めるには、そこに住むあらゆる

人々が地域活動に参画し地域づくりを行うことが重要です。また、持続可能な地域活

動のためには、女性をはじめとした多様な立場の人々の意見を取り入れながら運営し

ていくことが不可欠です。 

本市における自治会活動において実際の活動には女性の参加が多く見られるもの

の、自治会長の女性登用率は 3.5％と低い状況が続いています。依然として地域にお

ける組織を代表する立場や意思決定の場において、女性の登用が十分であるとはいえ

ない状況です。 

また、PTA 活動においても女性が実務の中心的な役割を担っていますが、PTA 会

長の女性比率は令和 6 年度実績で 43.2%となっています。女性の就業率・共働き世

帯・ひとり親家庭の増加を踏まえ、会議時間の見直しや活動の柔軟性確保等により、

より一層、女性が意思決定過程に参画しやすくなることが求められています。 

  市民アンケート調査において、「女性の意思決定を推進するにはどうしたらいいか」

という問い対し、男女共に多かった考えは「男性の抵抗感をなくすこと」、「家族の理

解があること」であり、地域での女性活躍の啓発・実践・評価を積み重ねていくこと

が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）県内市町平均 2.4%（令和６年７月１日時点） 
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図 14 沼津市の自治会長に占める女性の割合 

出典：地域自治課 
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（参考）県内市町平均 21.6%（令和６年７月１日時点） 
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図 15 沼津市の PTA 会長に占める女性の割合 

 

出典：生涯学習課 
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具体的施策 

（18）地域社会における男女の対等な参画拡大に向けた支援 

性別に関わらず誰もが住みやすい地域づくりをすすめるために、地域活動に参画

するための支援を実施します。 

番号 項 目 内 容 所管課 

72 
「地域づくり講座」の

開催 

「地域づくり講座」を開催し、地域住民が地域

活動を通して、主体的に男女共同参画に取り

組めるよう、地域での環境づくりを支援する。 

地域自治課 

73 

自治会や地域コミュニ

ティにおける多様な意

見等の反映 

地域コミュニティ自らが取り組む地域資源を

活かしたまちづくり活動において、企画運営

への女性の参画を働きかけ、多様な意見やア

イデア等の反映を促す。 

地域自治課 

74 ＰＴＡの活動支援 

性別に関係なく、多様な立場を理解し合い、

様々な意見が交わされる会となるよう、沼津

市 PTA 連絡協議会の活動を支援する。 

生涯学習課 

 

（19）市民団体等の活動支援・連携促進 

地域社会を支え、女性活躍の領域となりうる NPO などとの連携を強化し、市民

の参画を促すための情報発信などを行います。 

番号 項 目 内 容 所管課 

75 
市民が行う地域活性化

の取組支援 

性別関係なく全ての者が地域参画を可能とす

るため、市民をはじめとする様々な主体の地

域活性化の取組を支援する。 

地域自治課 

76 
社会福祉協議会やボラ

ンティア団体との連携 

市社会福祉協議会が実施する地域福祉ワーク

ショップやボランティアの育成等に対する支

援を通じ、地区社会福祉協議会や地域住民、事

業者等、地域福祉の推進に向けた多様な主体

の参加や連携を推進する。 

福祉企画課 
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（20）男女共同参画の視点をもった防災対策の推進 

地域社会を支える多様な主体との連携を充実し、多様な視点のニーズを的確にと

らえた防災対策を推進します。 

番号 項 目 内 容 所管課 

77 
多様な視点を取り入れ

た防災対策の推進 

多様な視点を取り入れた防災体制づくりを行

う。 
危機管理課 

78 
女性消防団員の活動の

充実 

女性消防団員の活動の充実や、入団を促進す

る。 
危機管理課 

79 

災害時要援護者避難支

援計画の周知及び要援

護者への支援 

災害時要援護者避難支援計画に基づき、有事

の際に活用するだけでなく、平常時の避難訓

練や声掛け・見守り等に活用するため、地域に

おいて避難行動要支援者名簿（同意者名簿）を

作成する。 

福祉企画課 
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第４章 計画の推進 

１ 推進体制 

（１）沼津市男女共同参画推進本部 

   市長を本部長とする庁内組織で、計画の策定及び施策の実施を総合的かつ効果的

に推進します。 

 

（２）沼津市男女共同参画推進委員会 

本市における男女共同参画社会の実現に向け、施策の円滑な推進のために組織さ

れ、本計画をはじめ男女共同参画推進に関する施策について、調査・審議します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の進捗状況の点検・公表 

本計画の推進施策の実施状況などを、毎年取りまとめ、点検・評価を行い、施策の

実現に努めます。 

また、この実施状況について｢沼津市男女共同参画推進委員会｣は、意見を述べるこ

とができます。なお、市は計画の実効性を高めるため、実施状況報告書を公表します。 

 

  

幹事会
（関係部長）

計画案の
諮問 ・公募による市民

・学識経験者

（大学、弁護士会、校長会等）

・事業者の代表者

（商工会議所、JA、労福協等）

・市民団体の代表者

（自治会、PTA、子育てサークル、

LGBTQ関連団体等）

答申

調整会議
（関係課長）

推進本部 沼津市男女共同参画

推 進 委 員 会

副本部長（副市長）

本 部 長（市 長）
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資料編 

１ 計画策定の経過 

開催年月日 内容 

令和６年６月 21 日 

～   ７月 26 日 
令和６年度沼津市男女共同参画に関する市民アンケート 

令和６年 12 月 6 日 
令和６年度 第１回 沼津市男女共同参画基本計画アドバイ

ザー会議/基本計画体系図の検討 

令和 7 年 2 月 27 日 
令和６年度 第 2 回 沼津市男女共同参画基本計画アドバイ

ザー会議/施策検討の方向性等に関する意見聴取 

令和 7 年 4 月 2 日 
第１回 沼津市男女共同参画推進本部/基本計画概要・策定ス

ケジュールの確認 

令和 7 年 4 月 17 日 第 1 回 調整会議/施策の検討依頼 

令和 7 年 7 月 1 日 

7 月 18 日 

8 月 1 日 

第１回～第３回 沼津市男女共同参画推進委員会/施策内容

の意見聴取 

令和 7 年 8 月 20 日 第２回 調整会議/施策の検討 

令和 7 年 9 月 日 第１回 幹事会/基本計画諮問案の決定 

令和 7 年 9 月 30 日 第４回 沼津市男女共同参画推進委員会/基本計画案の諮問 

令和 7 年 10 月 29 日 第５回 沼津市男女共同参画推進委員会/基本計画案の答申 

令和７年 12 月 18 日 

～令和８年 1 月 19 日 
パブリック・コメント 

令和８年２月 日 第２回 幹事会/計画案のとりまとめ 

令和８年３月 日 第２回 沼津市男女共同参画推進本部/計画の決定 
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２ 沼津市男女共同参画推進委員会名簿（五十音順） 

No. 氏名 所属等 備考 

1 犬塚 協太 静岡県立大学 国際関係学部 教授 委員長 

2 佐藤 加奈 公募市民  

3 鈴木 伸彦 富士伊豆農業協同組合 なんすん地区本部長  

4 高原 博美 静岡県弁護士会沼津支部 弁護士  

5 竹口 仁浩 沼津市ＰＴＡ連絡協議会 理事  

6 仲 英雄 特定非営利活動法人メリメロ  

7 中村 昭子 公募市民  

8 藤井 さやか 子育て応援サークル いちご 代表  

9 細沼 麻里子 沼津商工会議所女性会 会長 副委員長 

10 望月 照五 沼津市自治会連合会 理事  

11 薬師神 隆 沼津市校長会 校長  

12 矢田 美紀 公募市民  

13 山田 三保 沼津地区労働者福祉協議会 副会長  

 

３ 計画策定のための調査 

（１）沼津市男女共同参画に関するアンケートの概要 

第５次沼津市男女共同参画基本計画（計画期間：令和 3 年度～令和７年度）の効果を

確認するとともに、次期計画策定の基礎資料を作成すべく、広く市民の皆さまの意見を

お聞きするため実施した。次回は第６次計画の効果確認と第７次計画の基礎資料とする

ため、令和 11 年度に実施予定である。 

①調査の設計 

調査区域：沼津市全域 

抽出方法：住民基本台帳からの等間隔無作為抽出 

調査対象：満 18 歳以上の市民 2,200 人（男性 1,121 人、女性 1,079 人） 

調査方法：郵送で配付し、アンケート用紙の郵送又は WEB フォームで回答 

調査期間：令和６年６月 21 日（金）から令和６年７月 26 日（金）まで 

 設 問 数：20 問 

 

➁配付・回収の結果 

地 区：全市 

発送数：2,200 票（男性 1,121 票、女性 1,079 票） 

回収数：681 票（男性 244 票、女性 385 票、その他 52 票） 

（郵送 507 票、WEB 174 票） 

回収率：31.2% 
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③設問内容（抜粋） 

・性別によって役割を分ける考え方をどう思うか 

・各家庭における役割分担状況 

・家事・育児・介護を行う平均時間 

・男性が育児休業・介護休業を取得することをどう思うか 

・女性が職業を持つことをどう思うか 

・地域で女性が意思決定する役職に就くことをどう思うか 

・過去１年間の各種ハラスメントの経験・見聞き 

・「ＬＧＢＴＱ」の用語の理解 

・若年層に対して男女共同参画を浸透させるために必要なこと 

・男女共同参画社会を実現するために沼津市の施策に特に望むこと 
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